
■化学物質の環境 リスクの低減

～ダイオキシン類等の有害化学物質 による環境負荷 の低減 ～

2001年 度 を 基 準 と して2006年 度 ま で に市 内 のPRTR法 対 象

㊥ 事業所か ら排出 される対象物質 の総排 出量 を30%削 減する ことを 目

指す。

現 状

化学物質の排出総量

1999年7月 に公布された 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律」(PRTR法)に 基づき、対象事業者は、人や生態系に有害なおそれがあ る対象

物質の前年度の環境への排 出量及 び当該事業所の外への移動量(以 下 「排出量 。移動量」 と

いう。)に っいて2002年 度から都道府県等を経由 して、国への届出が義務付けられました。

市では、昨年1こ弓1き続 き市内のPRTR対 象物質の届出排出量 ・移動量の集計 を行いました。

その結果、2003年 度実績の届出のあ った市内の事業所数は259で あり、 また、対象物質と

して指定されている354物 質のうち、これら事業所から届出された物質数 は129で した。こ

れらの事業所か らの届出排出量(環 境への排出量:2003年 度実績)は2,808ト ンで、全国の

届出排出量290,508ト ンの1.0%、 全県の届出排出量12,642ト ンの22%で した。なお、2003

年度実績の届出件数は2002年 度に比べて45件 増加 しています。これは、今回の届出か ら2年

間の猶予期間が終了 し、届出事業所の対象化学物質の年間取扱量要件が5ト ンから1ト ンへ弓1

き下げられたこと1こよるものであると考えられます。

また、2001年 度分の排出量の届出のあ った事業所及び物質について比較すると、2003年

度排出量合計は2,628ト ンであ り、2001年 度排出量合計の2,927ト ンに比べて約10%減 少 し

ま した。

環境への排出量の多かった物質は、次表のとお りです。

市内事業所から環境(大 気、公共用水域等)へ の排 出量上位10物 質(2003年 度実績)

順位 物質名
排出量

(トン/年)
主な業種 主な用途

1 キシレン 573

輸送用機械器具製造業(44%)

鉄鋼業(36%)
金属製品製造業(11%)

溶剤
ガソリン ・灯油成分

z トルエン 403

輸送用機械器具製造業(31%)
化学工業(17%)

その他の製造業(14%)

溶剤

ガソリン分

3 マンガン及びその化合物 zss 鉄鋼業(99%) 特殊鋼

4 クロム及び3価 クロム化合物 zzo 鉄鋼業(99%) ステ ン レス鋼、顔料

5 HCFC-142b 190 化学工業(100%) フロンガス

6 塩化メチル 189 化学工業(100%) ブチルゴム

7 HCFC-141b 110 化学工業(100%) フロンガス

8 1β一ブタジエ ン 86 化学工業(78%)
ゴム製品製造業(21%) 重合原料(合成ゴム等)

9 エチルベンゼン 77 輸送用機械器具製造業(51%)
金属製品製造業(32%)

溶剤
ガソリン分、希釈剤

10 メタクリル酸メチル 70
プラスチック製品製造業(79%)

化学工業(18%)
重合原料(樹 脂、接着剤)

※()内 は2∞1年 度実績

環 境 負荷
人が環境 に与え

る負担のこ と。単

独では環境への悪
影響 を及ぼ さない
が、集積す ること
で悪影響 を及 ぽす
ものも含む。
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ダイオキシ ン類

市では、大気、水質、底質及び土壌のダイオキシン類の環境濃度の状況を調査 しています。

2004年 度の調査結果は、次のとおりです。

● 環境濃度

2004年 度 ダイオ キシン類 環境調査 は、市 内の 大気35地 点、公共用 水域水質13地 点

及び底質8地 点、地下水質3地 点、 土壌12地 点で実施 しま した。調査結果 は次表の とお

り、すべての地点で環境基準を達成 していました。

市内における環境濃度調査結果

調 査 対 象 地点数
2004年 度調査結果

環境基準
平 均 値 濃 度 範 囲

一般環境 3 0.050pg-TEQ/ni α042～0.057 0.6以 下

大 気
処理センター周辺 32 0.044pg-TEQ/ni 0.033^一 〇.064 0.6以 下

河 川 8 0.17pg-TEQ/L 0.082^一 〇.39 1以 下
水
質 海 域 5 0.17pg-TEQ/L 0.075^一 〇.36 1以 下

公
共
用
水
域

河 川 3 1.9Pg-TEQ/g 0.49^一3.0 150以 下
底
質 海 域 5 28Pg-TEQ/g 17^一41 150以 下

地 下 水 質 3 0.065pg-TEQ/L 0.065^一 〇.065 1以 下

土 壌 12 3.2pg-TEQ/g 0.065^一20 1000以 下

● 市内の排 出状況

大気 及 び公 共用 水 域
へ の ダイ オ キシ ン類 の

排出量は、ダイオキシン

類 対策 特 別措 置 法が 施

行 と な った2000年 以

降、年々減少 してお り、

2003年 の 排 出 量 は

1997年 の 排 出量 と 比

べ了8%減 少 しました。
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かく

一 内分泌撹乱化学物質 一
かく

市 では、国が 内分 泌撹乱作 用を有す る疑 いがあ ると して リス トア ップ した65物 質の

うち、 プラスチ ックの可塑剤等 と して使用 されているフタル酸工ステル化合物、農薬等

24物 質 にっいて、大 気、水質及 び底質の環 境濃度の状況 を調査 しま した。対 象物 質の

主な用途と調査結果は、次のとおりです。

調査対象物質及びその主な用途

調査媒体
番号

舗D'98に

おける番号1)
物質名

大気 水質 底質
主な用途

1 z ポリ塩化ビフェニール類(PCB) 0 C
熱媒体、ノンカーボン紙、電気製品

(現在、国内では製造、使用等禁止)

2 3 ポリ臭化ビフェニール類(PBB) 0 難燃剤

3 4 ヘキサクロロベンゼン(HCB) O 農薬(殺 菌剤)、 有機合成原料

4 12 ヘキサクロロシクロヘキサン C C 殺虫剤(現 在、国内では製造、使用等禁止)

5 21 アル ドリン C O 殺虫剤

6 22 エンドリン C O 〃

7 23 ディル ドリン C C 〃

8 25 ヘプタクロル C O 〃

9 30 マ イ レ ック ス C C 〃

10 33 トリブチルスズ C 船底塗料、漁網の防腐剤

11 34 トリフェニルスズ C 〃

12 ノニ ル フ ェ ノー ル C O
界面活性剤の原料(ポリマー合成、農薬用)、

分解生成物

13
36

4一η一オ クチ ル フ ェ ノ ール 0 C O 〃

14 4-t一オ ク チ ル フ ェ ノ ー ル 0 C C 〃

15 37 ビス フ ェ ノー ルA 0 C O ポリカーボネー ト、エポキシ樹脂の原料

16 38 フ タ ル 酸 ジ ー2一エ チ ル ヘキ シル O C O
シー ト、電線被覆等ポリ塩化ビニル製品

の可塑剤

17 39 フタル酸ブチルベンジル O C O 床壁用タイル、塗料、ペース トの可塑剤

18 40 フ タ ル 酸 ジ ーη一ブチ ル O C O ラ ッ カ ー、接 着 剤 、レザ ー等 の可 塑 剤

19 41 フタル酸ジシクロヘキシル 0 C C 防湿 セ ロハ ン、アク リル ラ ッカ ーの可 塑剤

20 42 フタル酸ジエチル O 酢酸セルロース、ポリ酢酸ビニル等の可塑剤

21 43 ベ ンゾ(a)ピ レ ン C C 非意図的生成物

zz 45 ア ジ ピ ン酸 ジ ー2一エ チ ル ヘキ シル 0 レザ ー、フ ィル ム 、シ ー ト等 の可 塑 剤

23 46 ベンゾフェノン C C 医療品合成原料、保香剤等

24 47 4一ニ トロ トル エ ン 0 染料、医薬、農薬等の原料

◎:川 崎市 公害研 究所 が分析 を実施 ○:委 託業 者が分析 実施

1)騨 圧D'98「 内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質」一覧 における物質の番号

かく
内分泌撹乱化学物質の大気調査結果(単 位:ng/㎡)

● 大気 環境

2004年 度 は

4地 点 で 年2回

測定 しま した。測

定 した13物 質 の

うち、検出された

もの は 次表 の10

物質でした。

検出された物質

・川崎港ふ頭建設事務所

測 定結 果 ・田島測定局 ・中原測定局
・生田浄水場

ポ リ塩 化 ビフ ェニール類(PCB) α069～2.0

ポ リ臭化 ビフ ェニール類 僻 》(一～六臭化物) 卜D～(α002)

ヘキサクロ ロベンゼ ン ωCB) 0.024^一 〇.13

4-t一 オ ク チ ル フ ェ ノー ル PD^B.5

フタル酸ジー2一エチルヘキ シル ND～46

フタル酸ブチルベンジル M)～(1.1)

フ タ ル 酸 ジ ーρ一ブチ ル ND～28

フタル酸ジエチル M^2.7

アジ ピン酸ジー2一エチルヘキシル PD^2.5

4・ニ トロ トル エ ン α52～1.3

備考 阻 は検出下限値未瀦であることを、()は 検出下限値以下かつ定量下限値未満であることをそれぞれ示す。
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底質

河 川 、 海 域 、
湖沼等の底の推積
物

● 水 質

水質 は、河川7地 点と海域5地 点(ダ イオキ シン類 の水質調査5地 点と 同地 点)の 計

12地 点 で年1回 測 定 しま した。 測定 した16物 質 の うち、 河川水 中か ら5物 質、 海水

中か ら1物 質が検出 され ま した。検 出された物 質の うち、 ノニ ルフェノールと4・t・ オ

クチル フェノールの2物 質にっいては、魚類に対す る予測無影響濃度 を下回 ってい ま し

た。次表に検出された物質の調査結果を掲載しました。

かく

内分泌撹乱化学物質の水質調査結果
(単位 μ9/L)

調査地点

検出された物質

河 蝉 繍1驚 葡:難ll溜 馨;

川:葦舞荒綴 瀞 前)'麻 生川(耕地橋)

海:穀 莚河半鷲爵沖

域:委殿 驕 嵜西

ノ ニル フ ェ ノー ル ND～0.1 ND

4-t一 オ ク チ ル フ ェ ノ ー ル ND^一 〇.01 ND

ビス フ ェ ノー ルA 0.01^一 〇.43 ND^一 〇.23

フ タル 酸 ジー2一エ チ ル ヘキ シル ND^一 〇.7 ND

フ タル 酸 ジーη一ブ チ ル ND～1.6 ND

備考1M)は 検 出下限値未満で あることを示す。

備考2予 測無影響濃度:α608μg/L(ノ ニルフ ェノール)、 α992μg/L(4-t一 オ クチル フェノール)

● 底 質
かく

底質は、河 川3地 点(内 分泌撹乱化学物質 水質 調査7地 点の うち3地 点)と 海域5地 点

(内分泌鍾乱化学物質水質調査5地 点と同地点)の 計8地 点で年1回 測定 しました。

測定 した19物 質のうち、河川底質では8物 質、海域底質では11物 質が検出されました。次表

に検出された物質の調査結果を掲載しました。

かく

内分泌撹乱化学物質の底質調査結果
(単 位 μ9/kg-dry)

調査地点

検出された物質

河.平 瀬 川(平 瀬 橋).三 沢 川(_の 橋)

・矢 上 川(日 吉橋)

川

海:蜘 河編 沖

域:簸 鵠 姿誹西

ポ リ塩 化 ビ フ ェニ ール 類(PCB) 1.7^一11 54^一280

マ イ レッ クス ND ND^一(0.02)

トリブチルスズ 一 59^一96

トリフ ェニ ル ス ズ 一 1.8^7.9

ノ ニル フ ェ ノー ル ND^280 150^一310

4-t一 オ ク チ ル フ ェ ノ ー ル ND～6 ND～12

ビス フ ェ ノー ルA 11^一140 9^一23

フ タル 酸 ジー2一エ チ ル ヘキ シル 300^一2500 170^一2000

フタル酸ブチルベンジル ND～78 12^一26

フ タル 酸 ジーη一ブ チ ル ND^一550 ND^一220

ベ ン ゾ(a)ピ レン 7～140 100^一670

備考1M)は 検 出下限値未満で あることを、()は 検 出下限値以上かつ定量下限未満である ことをそれぞれ示す。

備考2ト リブチルスズ及び トリフェニルスズ につ いては、海域の3地 点(浮 島沖、 扇島沖及 び東扇 島防波堤西)の みで

調査を実施 した。

施策の概要

新 たな化学物質の開発、利用の拡大によって化学物質 と環境 との関わ りは一層複雑多様化

してお り、取扱者の 自主的な管理 を基本 とする化学物質の安全管理対策の充実が求め られて

います。近年では、 ダイオキシン類による環境や人体への影響、人や野生生物の生殖機能等
かく かく

を撹乱する内分泌撹乱化学物質(い わゆ る 「環境ホルモン」)な どが大きな社会問題となっ

ています。
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市 は、 こう した状況 におい て、1999年12月1こ 公布 したr川 崎市公害防止等生活環境の

保全に関す る条例」の中で、化学物質の適正管理の規定 を設けま した。この規定によ り、化

学物質 を取 り扱う事業者は、 その取扱量や種類にかかわらず、化学物質の適正管理の推進 に

努めることが義務付けられました。

ま た、PRTR法 の 施行 に伴 い 、市 内 に お け るPRTR対 象物 質 の 環境 への 排 出量 が 把

握可能 とな ったため、今後 は、条例の管理対 象物 質やPRTR法 対 象物質等の化 学物質 を対

象と して、化学物質による環境 リスクの低減 に向け て、条例の化学物質の適正管理の規定 を

運用するとともに、市民、事者、行政間の リスクコミュニケーションを推進 していきます。

ダイオキシン類 については、ダイオキシン類対策特別措置法及び条例に基づ き、廃棄物焼

却施設等の対象施設か ら排出 される排出 ガス、排出水の監視 ・指導 を行うとともに、環境調

査 を継続 して実施 し、その結果を公表 しています。また、廃棄物焼却施設の解体工事1こおけ

る環境汚染の未然 防止 を図るため 「川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン

類等汚染防止対策要綱」を定め、運用 しています。

内分泌鍾乱化学物質等にっいては、ダイオキシン類と同様に、環境調査 を継続 して実施 し、

その結果を公表 しています。

重点的取組事項の実施状況

具体的施策の実施状況 につきま しては、第3章 を御覧ください。

● 事業所 における化学物質の 自主管理の促進

条例 では、化学物質を取 り扱うすべての事業者は、自主管理 マニュアルの作成等により、

化学物質に関する管理体制の整備、有害性等の情報の収集、取扱量及び排出量等の把握、

排出抑制に向けた自主管理 目標 の設定など、化学物質の適正な管理 に努めることが定め ら

れています。

また、化学物質の適正管理に関する指針(以 下 「管理指針」という。)で は、条例対象

の事業所の うち、従業員数50人 以上 で、かっ、有害性、 危険性等 の観点 から環境安全上

特に注意を要する物質と して条例で定め た65物 質(管 理対象物質)を 取 り扱う事業者(以 下

「特定事 業者」という。)は 、 自主管 理目標及び 目標達成時期、実 施計 画等 を自主的 に

公表することに努めることが規定されています。
・事業所の自主管理マニュアルの作成の促進等による自主管理体制の整備

。特定事業者による 自主管理 目標 及び 自主管理マニ ュアル等 に関する情報公開の促進

● 市による化学物質対策の充実

市 は、管理指針 に基 づ き、必要 に応 じて条例の指 定事業所やPRTR法 の届 出事業所 に

対 して化学物質の適正管理の実施状況等について報告を求めるとともに、立入調査を行い、

指導 ・助言を行っています。

また、インタ ーネ ットの市ホームペ ージ(環 境局公害部)に よる化学物質の有害性等 に

関する情 報の提供 、説 明会 ・講習会 の開催、 パンフ レッ ト等の関連 資料の配布、PRTR

法届出に関する相談窓ロの設置など、事業者による化学物質の適正管理 を支援 しています。
・化学物質管理状況や環境濃度等の実態把握と公表の推進

・条例及びPRTR法 に基づく、化学物質の適正管理に向けた指導 ・助言の推 進

・有害化学物質の事故時の対応の強化

● リスクコミュニケ ーシ ョンの推進

化学物 質による リスクを低減 し、その管理 を促進するためには、企業、地域住民、NG

O、 学識経験者、行政の各主体が協働 して化学物質対策 に取組あことが重要 です。こう し

たことか ら、市民、事 業者、行政間 の リスク コミュニケーシ ョンの場 と して2003年 度

に設置 した 「川崎市化学物質 に関する リスクコミュニケーシ ョンを進める会」 により、P

RTRデ ータ、環境濃度、環境 リスクな ど化学物質1こ関する構報交換 を推進するとともに、

各主体の役割や リスクコミュニケーションのあ り方を検討しています。
・化学物質と環境に関する講習会の開催等による市民、事業者、行政の情報交換の推進

・事業者による情報の公表 と提供の推進

・市民、事業者、行政間の リスクコミュニケーシ ョンの場の設定
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● ダイオキシン類対策の推進
・ 法 ・条例 の 規 制 対 象施 股 か ら排 出 され る排 出ガ ス .排 出 水 の監 視 ・指 導

市では、 ダイオキシ ン類対 策特 別措置法及び条例 に基 づき、規制対象施設の設置届出

等の指導及び規制対象事業所への立入調査を実施しています。

また、法の規定1こ基づき規 制対 象施設 を設置する事業 者か5報 告があ った排出がス、

排出水、焼却灰等におけるダイオキシン類の測定結果 をとりまとめ、その内容について、

インターネ ットの市ホ ームページ(環 境局公害部)に 掲 載 してい るほか、環境局化学物

質対策課の窓ロ、各区役所等で閲覧できるよう1こしています。

・ ダイ オ キ シ ン類 の環 境 濃 度 調 査

市 では、 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質 及び土壌 にっい

て、環境調査を実施 しています。

・廃棄物焼却施設の解体工事 に係る指導

川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱に基づ

き、解体工事1こおける周辺環境への汚染の未然防止及び解体工事により発生する廃棄物
の適正処理について、事業者指導を行っています。

・ ごみ 焼 却 施 設 等 に お け るダ イ オ キ シ ン類 の 測 定 結 果

インターネットの市ホームページ(環 境局施設部処理計画課)で も公表 していますが、

ごみ焼却施設等の排出ガス、処理水、焼却灰等のダイオキシン類の測定結果については、

ダイオキシン類対策特別措置法第8条 に規定する大気排出基準及び、 「廃棄物の処理及び

清掃 に関 する法律施行規制第4条 の5」 の一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準

に規定される濃度に適合していました。

・ ダイ オ キ シ ン類 に 関 す る情 報 の 提供

ダイ オキシン類対策の取組内容については、イ ンタ ーネッ トの市ホームペ ージ(環 境

局公害部)に 掲載 しているほか、その内容 をまとめた パンフ レットを作成、配布するな

どダイオキシン類に関す る情報の提供を行 っています。

施設名 浮島処理センター
浮島処理センター

(動物焼却炉)
堤根処理センター 橘処理センター 王禅寺処理センター

排 ガ ス ・平 均値

ng-TEQ/fliN
0,042 0,038 0,036 0.000079 o.iz

焼 却灰

ns-TEQ/8 0.0058 o.oois 0.0051 0,065 0.0021

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
濃
度

飛灰

ng-TEQ/g
oss o.oza o.ao o.za osz

処 理 水

PS-TEQ/L
o.ooosz 0.51 o.ozs o.oza

*排 ガスに係る排 出碁準(焼 却能力4t茄 以上の既設炉)は 、平成14年12月1日 か らは排ガス1立 方 メー トル あた り

1㎎・正Q以 下です。ただ し、浮 島処理セ ンターの動物焼却炉 については、排ガス1立 方 メー トルあた り10㎎ ・TEQ

以下です。

*焼 却灰 及び飛灰」(ば い じん等)に 係 る処理基準は、 ばい じん等1gあ た り3㎎一TEQ以 下ですが、セメ ン ト固化、薬

剤処 理又は酸抽出を行 っている ものには、基準を適用されません。

なお、4処 理セ ンタ ーの飛灰 につ いては、薬剤処理 を行 って います。

*排 水に係る排 出基準は、平成15年1月15日 か らは排水1リ ッ トルあた り1〔やg一正Q以 下です。
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かく

● 内分泌撹乱化学物質(環 境ホルモン)等 に係る対策の推進
かく

市では、内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質としてSPEED'98で リストアッ

プされた65物 質にっい て、段階的 に環境調査 を実施するとともに、人の健康及び生態 系

への影響等 に関する情報収集に努め ています。
かく

また、内分泌撹乱化 学物質等 に関する情 報について、イ ンタ ーネ ットの 市ホームペ ー

ジ(環 境局 公害部)に より最新の情報 を提供 しています。

公園、街路樹の管理に伴う農 薬の使用に当たっては、害虫の発生時のみの使用 にとどめ

るな ど極力農 薬の使用を控え るとともに、よ り安全な手法 への代替を進め ています。
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